
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
行
政
書
士
に
対
す
る
戒
告
の
処
分
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
三

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

事

業

者

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
エ
ー

ル

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
緑
ケ
丘
六
丁
目

五
〇
の
二
〇
一
〇

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

エ
ー
ル

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

緑
ケ
丘
六
丁
目
五
〇

の
二
〇
一
〇

令
和七･
四･一二

青
森
県
告
示
第
六
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

つ
が
る
薬
局
店

五
所
川
原
市
字
川
端
町
三
の
四

令
和七･
二･二八

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

成
田
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
森
町
九
の
一

〃

ス
ー
パ
ー
ス
ト
ア
調
剤
薬
局

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里
字
紅
葉
坂
一
五

四

〃

青
森
県
報
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第
千
七
号

令
和
七
年十

二
月
十
九
日

（
金
曜
日
）



山
口
医
院

弘
前
市
大
字
若
葉
一
丁
目
六
の
四

七･
三･三一

マ
ル
チ
調
剤
薬
局
柏
木
店

平
川
市
柏
木
町
藤
山
二
〇
の
三

〃

坂
本
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
九
の

七

〃

小
松
内
科
医
院

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
一
の
一

八
九

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

つ
が
る
薬
局
店

五
所
川
原
市
字
川
端
町
三
の
四

令
和七･
三･
一

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
弘
前
和
徳

店

弘
前
市
大
字
和
徳
町
一
六
五

七･
四･
一

医
療
法
人
社
団
鶴
陽
会
坂
本
歯

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
九
の

七

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

医
療
法
人
相
原
内
科
医
院

弘
前
市
大
字
青
山
三
丁
目
八
の
二

令
和七･
四･
一

変
更
後

相
原
内
科
医
院

青
森
県
告
示
第
六
百
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

令
和七･
二･二八

成
田
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
森
町
九
の
一

〃
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青
森
県
告
示
第
六
百
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

つ
が
る
薬
局
店

五
所
川
原
市
字
川
端
町
三
の
四

令
和七･
三･
一

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
弘
前
和
徳

店

弘
前
市
大
字
和
徳
町
一
六
五

七･
四･
一

医
療
法
人
社
団
鶴
陽
会
坂
本
歯

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
九
の

七

〃

公

告

行
政
書
士
に
対
す
る
戒
告
の
処
分

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

行
政
書
士
に
対
す
る
戒
告
の
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

氏
名

川
村

智

二

住
所

青
森
市
大
字
羽
白
字
池
上
二
八
の
一

三

登
録
番
号

第
一
九
〇
四
一
五
〇
三
号

四

処
分
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
十
日

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し

裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
川
市
沖
館
西
田
一
七
三
の
二

田

一
、
四
九
三

二

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
り
、
又
は
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ

る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

令
和
八
年
三
月
一
日

一
〇
年

二
二
三
、
〇
〇
〇

五

意
見
書
の
提
出
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申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
一
月
五
日

２

提
出
先

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

㈡

意
見
書
の
提
出
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

㈢

意
見
書
の
提
出
者
の
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

㈣

意
見
書
の
提
出
者
が
申
請
に
係
る
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

㈤

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

㈥

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
売
買
）

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

金
谷
勝

五
所
川
原
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
石

川
平
野

336番

金
谷
勝

五
所
川
原
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
石

川
平
野

337番
ほ
か
２

筆

野
澤
章
太
郎
青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
浪
岡
浅
井

17番
2
ほ
か
１

筆

兼
平
隆
行

弘
前
市

青
森
市

浪
岡
大

字
長
沼
南
藤
巻
46番

ほ
か
１

筆

藤
田
茂

弘
前
市

弘
前
市

三
和

下
恋
塚
189番

2
0

中
田
稔
明

弘
前
市

弘
前
市

大
沢

牛
沢
川

添
31番
1

相
馬
典
久

弘
前
市

弘
前
市

大
沢

西
下
田

面
168番

2
ほ
か
２

筆

山
田
高
広

弘
前
市

弘
前
市

新
法
師
向
野

6番
15

ほ
か
１

筆

相
馬
典
久

弘
前
市

弘
前
市

大
沢

西
下
田

面
169番

齊
藤
卓
覧

弘
前
市

弘
前
市

宮
舘

比
内
沢
76番

ほ
か
２

筆

下
山
良
信

弘
前
市

弘
前
市

大
川

上
桜
川
62番
1
ほ
か
１

筆

山
崎
孝
雄

弘
前
市

弘
前
市

鬼
沢

菖
蒲
沢
4番
9

株
式
会
社
デ
ザ

イ
ナ
ー
ズ

フ
ァ
ー
ム
青
森
弘
前
市

弘
前
市

葛
原

茂
上

81番
4

佐
藤
鉄
之
心
弘
前
市

弘
前
市

湯
口

一
ノ
下

り
山

187番
3

3

齊
藤
英
樹

弘
前
市

弘
前
市

清
水
森
前
田

332番
ほ
か
１

筆

村
田
俊
昭

弘
前
市

弘
前
市

兼
平

石
山
添
163番

三
上
雄
大

弘
前
市

弘
前
市

大
森

勝
山

894番
ほ
か
２

筆

三
上
雄
大

弘
前
市

弘
前
市

大
森

勝
山

900番
2
ほ
か
１

筆

成
田
祐
太

平
川
市

平
川
市

南
田
中
西
林
元
174番

ほ
か
１

筆
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對
馬
忠
法

平
川
市

平
川
市

猿
賀

富
岡

64番
1
ほ
か
１

筆

村
上
学

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
野
目
前
田
西
60番
2

村
上
輝
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
野
目
前
田
南
32番

株
式
会
社
ラ
イ

ス
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
川
部

下
船
橋
8番
4

株
式
会
社
ラ
イ

ス
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
川
部

下
船
橋
9番
1

サ
イ
キ
チ
農
園

株
式
会
社

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

妙
堂
崎
米
山

377番

後
澤
寿
雄

十
和
田
市

十
和
田
市
赤
沼

下
平

535番
1

斗
沢
信
一

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

千
刈
田
1番
13

ほ
か
３

筆

田
面
木
優

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
2261番

高
橋
清
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

上
吉
田
左
ノ
平
183番

四
木
誉
将

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
柳
沢

90番
19

5
ほ
か
２

筆

沖
沢
民
治

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

沖
山

826番
ほ
か
６

筆

あ
お
も
り
南
部

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

上
吉
田
入
口

67番
23

8
ほ
か
３

筆
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


